
一
頁

内

閣

府

○
デ
ジ
タ
ル
庁
令
第

号

財

務

省

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十

八
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録

等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
預
金
保
険
機
構
の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
命

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

財
務
大
臣

鈴
木

俊
一

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
預
金
保
険
機
構
の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
命
令

１

預
金
保
険
機
構
は
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
っ
て
取
り
扱
う
に
当
た
っ



二
頁

て
は
、
当
該
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
当
該
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う

情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
預
金
保
険
機
構
か
ら
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
に
係
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
が
受

託
し
た
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


